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序

論

元
弘
三
年
五
月
廿
五
日
鎮
西
探
題
北
条
英
時
滅
亡
の
際
、
多
く
の
鎮
西
御
家
人
が
、
期
せ
ず
し
て
北
条
英
時
諒
伐
に
馳
参
じ
て
い
る
事
は
、

消
極
的
に
は
鎮
西
御
家
人
の
鎌
倉
幕
府
に
対
す
る
永
年
の
穆
積
せ
る
不
満
、
積
極
的
に
は
鎌
倉
幕
府
か
ら
の
人
心
の
離
反
、
倒
幕
を
意
図
す
る

潜
在
勢
力
の
広
汎
な
る
存
在
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
っ
て
来
る
原
因
と
し
て
従
来
説
か
れ
て
い
る
所
は
、
異
国
警
固
番
役
の
た
め
の
負
担
過
重
に
よ
る
御
家
人
の
経
済
的
窮
乏
、
元
窟
思

賞
地
配
分
に
対
す
る
不
満
、
得
宗
専
制
支
配
強
佑
政
策
に
対
す
る
反
滋
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
我
々
は
鎌
倉
幕
府
滅
亡
に
も
つ
な
が
る
問
題
を
、
か
、
〉
る
平
面
的
把
握
に
よ
っ
て
解
決
を
急
い
で
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

乙
の
点
に
関
し
、
先
に
上
横
手
雅
敬
氏
は
「
鎌
倉
幕
府
法
の
限
界
」
（
歴
史
学
研
究
Z0・

H
3号
所
収
）
に
於
い
て
、
幕
府
・
荘
園
領
主
・
御
家

人
の
対
抗
関
係
の
中
に
問
題
を
と
ら
え
ら
れ
、
鎌
倉
初
期
に
於
い
て
均
衡
を
保
つ
ニ
勢
力
の
調
停
者
の
立
場
に
あ
っ
た
幕
府
が
動
揺
し
、
末
期

に
は
庄
園
体
制
擁
護
の
立
場
に
回
っ
た
事
を
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
を
「
鎌
倉
幕
府
法
の
限
界
」
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

上
横
手
民
は
本
論
文
で

謙
倉
幕
府
滅
亡
の
歴
史
的
前
提

七
五
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「
こ
の
よ
う
な
幕
府
と
御
家
人
の
矛
盾
は
、
古
代
的
、
圧
園
制
勢
力
と
の
闘
争
を
中
止
し
た
幕
府
と
、

庄
園
領
主
と
の
苦
難
に
み
ち
た
闘
争

の
中
で
領
主
制
の
推
進
を
や
め
な
か
っ
た
御
家
人
と
の
矛
盾
」
と
結
論
さ
れ
た
。

し
か
し
鎌
倉
末
に
於
い
て
は
非
御
家
人
階
層
の
勢
力
伸
張
ぞ
無
視
す
る
事
は
出
来
な
い
。

し
た
が
っ
て
幕
府
・
荘
園
領
主
・
御
家
人
の
対
抗
関
係
に
於
い
て
問
題
を
と
ら
え
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
、

新
興
勢
力
で
あ
る
非
御
家

人
層
の
鎌
倉
幕
府
支
配
体
制
組
入
れ
の
成
否
が
、
鎌
倉
幕
府
の
運
命
の
分
岐
点
と
な
っ
た
と
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
も
地
頭
御
家
人
が
在
地
に
お
け
る
領
主
制
を
推
進
す
る
際

必
然
的
に
前
面
に
立
ち
塞
さ
が
る
荘
園
領
主
と
の
対
決
を
運
命
ず
け
ら
れ

て
い
た
如
く
、
新
興
勢
力
で
あ
る
非
御
家
人
層
は
、

荘
園
領
主
と
対
決
し
、
御
家
人
と
対
決
し
な
が
ら
、
更
に
そ
の
背
後
に
あ
る
鎌
禽
幕
府
の

政
治
的
圧
力
と
闘
う
事
な
し
に
は
彼
等
の
途
は
聞
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
三
者
の
在
地
に
お
け
る
領
主
権
確
立
を
め
ぐ
っ
て
の
死
闘
こ
そ
は
、
鎌
倉
時
代
全
般
を
通
じ
て
の
中
心
課
題
で
あ
り
、
鎌
倉
末
期
に
お

い
て
は
、
彼
等
の
現
実
の
種
々
の
矛
盾
を
根
本
的
に
克
服
す
る
最
後
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。

彼
等
が
鎌
倉
幕
府
に
求
め
た
も
の
は
、
彼
等
の
こ
の
現
実
の
要
求
に
対
す
る
幕
府
の
理
解
と
強
力
な
庇
護
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
れ
に
比
較
す
れ
ば
元
冠
恩
賞
地
の
不
満
等
は
小
事
と
さ
え
云
え
る
。

こ
の
三
者
の
対
決
の
調
停
者
の
立
場
に
立
た
さ
れ
た
幕
府
は
、
如
何
な
る
基
本
方
針
の
下
に
こ
の
問
題
に
対
処
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
は
か
h
る
観
点
か
ら
、
幕
府
の
一
出
先
機
関
と
し
て
、
完
全
な
裁
断
権
を
具
備
し
、
永
仁
年
間
以
後
鎮
西
に
お
け
る
一
切
の
所
務
沙
汰

に
関
す
る
訴
訟
を
裁
断
し
た
鎮
西
探
題
裁
許
状
の
蒐
集
分
析
を
通
じ
て
、
鎌
倉
末
に
お
け
る
幕
府
の
対
圧
園
領
主
、
対
御
家
人
、
対
非
御
家
人

政
策
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
か
ら
で
は
な
く
、

具
体
的
訴
訟
に
対
す
る
裁
決
の
中
か
ら
導
き
出
さ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
進
ん
で
在
地

に
お
け
る
反
幕
勢
力
の
広
汎
な
る
存
在
理
由
を
解
明
す
る
事
を
意
図
し
て
考
察
を
詰
み
た
も
の
で
あ
る
。

f、
一、－.／



蒙
古
襲
来
後
、
鎮
西
に
於
け
る
一
軍
事
的
御
家
人
統
率
及
び
訴
訟
裁
断
を
主
た
る
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
鎮
西
探
題
の
機
構
及
ぴ
権
限
、
そ

の
性
格
等
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
進
一
民
が
「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」
の
中
で
、

「
鎮
西
探
題
」
の
一
章
を
設
け
て
、
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制

度
の
一
環
と
し
て
の
鎮
西
探
題
を
、
六
波
羅
探
題
と
対
比
し
つ
h

詳
論
さ
れ
て
い
る
。

鎮
西
探
題
設
置
の
時
期
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
が
、
こ
の
点
に
就
い
て
相
田
二
郎
氏
は
、
北
条
兼
時
、
時
家
の
有
し
た
権
限
は
、
単
に
軍

事
的
統
率
者
た
る
に
止
り
、
訴
訟
に
対
す
る
裁
断
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
点
を
指
摘
さ
れ
、

て
居
ら
れ
る
の
に
対
し
い
J
P藤
民
は
、
兼
時
・
時
家
の
時
代
に
も
聴
訴
の
権
が
与
え
ら
れ
た
徴
証
が
あ
る
亨
伊
－
指
摘
さ
れ
、

（
註
2｝

の
鎮
西
下
向
の
時
、
即
ち
永
仁
元
年
を
も
っ
て
鎮
西
探
題
の
設
置
と
考
え
て
居
ら
れ
る
。

こ
れ
を
探
題
と
呼
ぶ
事
が
出
来
な
い
と
し

北
条
兼
時
、
時
家

幕
府
は
元
窟
後
、
鎮
西
御
家
人
を
し
て
異
国
警
固
番
役
に
専
念
せ
し
む
る
た
め
、
鎮
西
御
家
人
の
関
東
、

六
波
羅
参
訴
ぞ
禁
凶
吃
そ
れ
に
代

る
べ
き
訴
訟
機
関
の
鎮
西
設
置
が
意
図
さ
れ
、
先
ず
弘
安
七
年
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
が
設
置
さ
れ
、
次
い
で
弘
安
九
年
鎮
西
談
議
所
が
設
け
ら

れ
た
が
い
ず
れ
も
所
期
の
目
的
を
遥
し
得
ず
し
て
失
敗
に
終
っ
て
い
持
1

鎮
西
談
議
所
設
置
の
際
、
幕
府
は
「
少
弐
入
道
、
薩
摩
入
道
、
渋
谷
権
守
入
道
、

寄
合
可
令
尋
成
敗
、
若
於
困
難
裁
許
者
、
可
令
注
進
、
雄

為
越
訴
、
尋
究
可
令
注
申
」

（
新
編
追
加
弘
安
九
・
七
・
十
六
）
と
定
め
て
い
る
。

し
か
し
か
〉
る
不
完
全
な
裁
断
権
の
附
与
は
、
い
た
ず
ら
に
訴
訟
制
度
を
混
乱
さ
せ
る
の
み
で
、

そ
の
意
図
す
る
鎮
西
御
家
人
の
関
東
、
六

波
羅
へ
の
参
訴
を
停
止
せ
し
む
る
事
は
む
づ
か
し
く
、
か
h

る
機
闘
を
し
て
単
な
る
訴
訟
手
継
機
関
、

或
い
は
下
級
裁
判
機
関
た
る
に
終
ら
し

め
る
可
能
性
が
強
い
。

島
津
家
文
書
正
応
三
年
二
月
十
二
日
関
東
裁
許
状
及
び
正
応
五
年
十
二
月
十
六
日
関
東
裁
許
状
が
、

共
に
鎮
西
談
議
所
の
四
人
頭
人
の
一
人

で
あ
る
大
友
頼
泰
の
注
進
状
に
よ
っ
て
裁
決
さ
れ
て
い
る
事
は
、
実
質
的
に
は
鎮
西
談
議
所
が
訴
訟
準
備
手
継
機
関
の
役
割
を
果
し
た
に
過
ぎ

な
か
っ
た
事
を
示
し
て
居
り
、
叉
深
堀
系
図
証
文
記
録
正
応
二
年
十
一
月
日
沙
弥
西
浄
言
上
状
の
中
に

鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
歴
史
的
前
提

七
七
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「
而
依
異
園
事
、
鎮
西
雑
訴
等
、
於
宰
府
有
沙
汰
之
問
、
浄
忍
為
御
家
人
之
身
、
以
往
古
闘
東
御
領
、

稽
一
園
地
、
濫
望
地
頭
職
之
条
、
其

各
不
軽
之
上
者
、
可
被
行
罪
科
之
慮
、
・
鎮
西
四
人
頭
人
之
中
首
時
被
経
沙
汰
之
最
中
、
只
誘
取
奉
行
一
人
注
進
妹
、
潜
上
洛
之
由
、
承
及
之

条
、
努
不
審
多
之
、
不
足
信
用
者
也
、
所
詮
於
宰
府
重
々
被
経
沙
汰
之
上
者
、

欲
被
葬
摘
峯
入
道
浄
忍
濫
訴
突
」

と
あ
り
、
鎮
西
談
議
所
の
沙
汰
に
よ
っ
て
不
利
な
裁
決
を
受
け
た
浄
忍
が
、

更
に
上
洛
し
て
関
東
に
訴
え
た
事
が
わ
か
り
、
鎮
西
談
議
所
の

下
級
裁
判
所
的
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

更
に
今
日
特
殊
合
議
制
訴
訟
機
関
、
及
び
鎮
西
談
議
所
の
裁
許
状
を
見
る
事
が
出
来
ず
、

こ
の
期
間
の
鎮
西
に
於
け
る
所
務
沙
汰
が
依
然
と

し
て
関
東
下
知
状
に
よ
っ
て
裁
決
が
行
れ
て
い
る
事
は
、
聴
訴
の
権
が
与
え
ら
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、

実
際
は
関
東
へ
の
訴
訟
取
次
機
関
に
終
つ

た
事
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

か
か
る
機
闘
を
し
て
訴
訟
取
次
機
関
、
下
級
裁
判
機
関
た
ら
し
め
な
い
た
め
に
は
、
完
全
な
最
終
的
裁
断
権
を
附
与
す
る
以
外
に
は
な
い
。

元
窟
後
聴
訴
の
権
を
与
え
ら
れ
て
鎮
西
に
下
向
し
て
来
た
奉
行
人
で
、
裁
許
状
を
発
し
た
最
初
の
奉
行
人
は
北
条
実
政
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
乙
の
事
は
従
来
の
不
完
全
な
聴
訴
の
権
限
よ
り
、

更
に
強
力
に
し
て
完
全
な
裁
断
権
が
北
条
実
政
に
附
与
さ
れ
た
事
を
示
す
も
の
と
云
う
ベ

く
、
更
に
永
仁
七
年
越
後
九
郎
、
豊
前
々
司
（
少
弐
盛
氏
法
名
浄
意
）
渋
谷
珂
内
権
守
重
郷
、
伊
勢
民
部
大
夫
、

有
力
御
家
人
五
名
を
鎮
西
評
定
衆
に
補
任
し
た
韓
三
及
ぴ
同
年
三
番
の
鎮
西
引
付
衆
の
設
昆
時
貯
ら
れ
る
鎮
西
探
題
の
訴
訟
機
関
の
整
備
の
た

戸
次
太
郎
左
衛
門
尉
の
在
地

め
の
積
極
的
動
き
も
、

こ
の
聞
の
事
情
を
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
こ
の
永
仁
五
年
探
題
北
条
実
政
の
時
を
も
っ
て
、
軍
事
的
統
率
権
と
実
質
的
訴
訟
裁
断
権
を
兼
備
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

如
何
な
る
権
限
の
具
備
を
も
っ
て
探
題
の
設
置
と
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
が
、
若
し
相
田
氏
、
佐
藤
氏
の
如
く
裁
断
権
の
有
無
を

も
っ
て
鎮
西
探
題
の
設
置
の
時
期
を
云
々
す
る
と
す
れ
ば
、
北
条
実
政
を
も
っ
て
初
代
鎮
西
探
題
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。



（住
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以
後
鎮
西
探
題
は
北
条
実
政
、
北
条
政
顕
、
北
条
随
時
、
北
条
英
時
と
北
条
一
族
に
受
け
継
が
れ
、
永
仁
五
年
よ
り
元
弘
三
年
鎮
西
探
題
滅

亡
に
至
る
約
三
十
六
年
間
に
わ
た
り
、
そ
の
間
探
題
交
替
の
た
め
の
未
補
の
問
、

門柱
8
V

所
務
沙
汰
の
裁
断
権
を
握
り
、
そ
の
裁
決
に
あ
た
っ
て
い
る
。

及
び
探
題
退
座
の
場
合
の
短
期
間
を
除
く
、
鎮
西
に
於
け
る

〈註
9
）

こ
の
四
代
三
十
六
年
間
に
於
け
る
鎮
西
探
題
裁
許
状
は
、
私
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
一
七
人
通
の
多
き
に
達
し
た
。

し
か
し
な
お
未
見
の
も
の
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
そ
の
目
録
を
示
す
。

鎮
西
探
題
裁
許
状
目
録

永
仁
五
年
九
月
七
日

H

六
年
五
月
汁
六
日

H

七
年
五
月
廿
二
日

H

七
年
六
月
二
日

正
安
元
年
十
二
月
四
日

H

元
年
十
二
月
廿
五
日

H

二
年
三
月
三
日

H

二
年
三
月
十
二
日

H

二
年
七
月
二
日

H

三
年
六
月
六
日

H

コ
一
年
六
月
十
六
日

H

四
年
八
月
十
八
日

嘉
一
苅
二
年
十
月
廿
六
日

H

三
年
八
月
二
日

三
年
九
月
廿
六
日

II 

北
条
実
政

ゴb
II 条 II

政
顕

II II II II II II II II II 

鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
歴
史
的
前
提

II 

深
江
文
書

山
代
文
書

立
花
大
友
文
書

都
甲
文
書

繭
寝
文
書

大
川
文
書

宇
佐
永
弘
文
書

池
田
文
書

山
田
文
書

水
引
執
印
文
書

高
城
寺
文
書

志
賀
文
書

来
嶋
文
書

立
花
大
友
文
書

曽
木
文
書

延
慶
二
年
六
月
十
日

H

二
年
六
月
廿
六
日

H

二
年
九
月
十
二
日

H

二
年
十
月
二
日

H

二
年
十
月
廿
二
日

H

二
年
十
一
月
二
日

H

二
年
十
一
月
十
二
日

H

二
年
十
一
月
廿
六
日

H

二
年
十
二
月
十
二
日

H

二
年
十
二
月
廿
二
日

H

三
年
十
月
六
日

H

三
年
十
二
月
六
日

H

三
年
十
二
月
十
六
日

態
長
一
元
年
七
月
廿
二
日

正
和
元
年
十
一
月
廿
二
日

H

元
年
十
二
月
二
日

元
年
十
二
月
二
日

II 

II 

佐
田
文
書

阿
蘇
文
書

新
編
欄
寝
氏
正
統
系
図

載
伴
姓
肝
付
氏
六
代
周
防
守
兼
藤
諮

新
編
輔
寝
氏
正
統
系
図

大
隅
有
馬
文
書

吉
本
末
吉
検
見
崎
氏
家
蔵

入
来
院
文
書

権
執
印
文
書

曽
木
文
書

志
賀
文
書

宗
像
文
書
（
松
平
定
教
氏
所
蔵
文
書
）

宗
像
神
社
文
書

後
藤
家
古
文
書

実
相
院
文
書

相
良
家
文
書

泉
佐
益
永
家
護
文

北
篠
政
顕

II II II II II II II II II II II II II II 

七
九



鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
歴
史
的
前
提

正
和
元
年
十
二
月
十
六
日

H

元
年
十
二
月
廿
七
日

二
年
正
月
廿
日

二
年
二
月
廿
二
日

二
年
三
月
十
二
日

二
年
六
月
二
日

二
年
六
月
十
六
日

二
年
六
月
十
六
日

二
年
六
月
十
六
日

二
年
六
月
廿
二
日

二
年
六
月
廿
二
日

二
年
六
月
廿
七
日

二
年
六
月
廿
七
日

二
年
七
月
二
日

二
年
七
月
二
日

二
年
七
月
十
日

二
年
七
月
十
二
日

二
年
七
月
十
二
日

二
年
八
月
二
日

二
年
八
月
四
日

二
年
八
月
十
二
日

二
年
八
月
十
六
日

二
年
八
月
廿
七
日

二
年
九
月
六
日

II II II II II II II II II II II II II II 』yII II II II II II II 

北
篠
政
顕

II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 

志
賀
文
書

禰
寝
文
書

宇
佐
永
弘
文
書

熊
野
御
堂
真
氏
所
職
文
書

宇
佐
永
弘
文
書

北

文

書

北

文

書

都
甲
文
書

宇
佐
永
弘
文
書

宇
佐
永
弘
文
書

湯
屋
文
書

宇
佐
永
弘
文
書

宇
佐
永
弘
文
書

宇
佐
永
弘
文
書

宇
佐
永
弘
文
書

到
津
文
書

宇
佐
永
弘
文
書

宇
佐
永
文
弘
文
書

相
良
家
文
書

相
良
家
文
書

小
山
田
文
書

小
山
田
文
書

宇
佐
永
弘
文
書

野
伸
文
書

正
和
二
年
九
月
六
日

H

二
年
九
月
十
六
日

M
M

二
年
十
月
六
日

H

二
年
十
月
六
日

H

二
年
十
月
十
二
日

M
M

二
年
十
月
十
二
日

H

三
年
卯
月
十
六
日

H

三
年
五
月
廿
二
日

H

三
年
七
月
十
六
日

M
H

三
年
九
月
二
日

M
H

三
年
十
一
月
廿
七
日

H

四
年
五
月
二
日

H

四
年
五
月
二
日

M
H

同
年
五
月
十
二
日

H

四
年
五
月
廿
七
日

H

四
年
六
月
二
日

H

四
年
六
月
二
日

H

五
年
二
月
十
二
日

文
保
元
年
八
月
廿
五
日

H

元
年
九
月
二
日

元
年
九
月
二
日

元
年
九
月
十
二
日

元
年
九
月
十
九
日

元
年
九
月
廿
四
日

II II II ／／ 

北
傑
政
顕

：：！ち
n 条 II

随
時

// II II II II II II II ，， ，， ，， II II II II II II II II 

八。小
山
田
文
書

太
宰
府
神
社
文
書

宇
佐
永
弘
文
書

湯
屋
文
書

宇
佐
永
弘
文
書

到
津
文
書

有
浦
文
書

志
賀
文
書

島
津
家
文
書

詫
磨
文
書

島
津
家
文
書

河
上
神
社
文
書

河
上
神
社
文
書

比
志
嶋
文
書

河
上
神
社
文
書

脅
方
文
書

河
上
神
社
文
書

河
上
神
社
文
書

黒
水
文
書

比
志
嶋
文
書

島
津
家
文
書

詫
磨
文
書

比
志
嶋
文
書

島
津
家
文
書



文
保
元
年
十
二
月
廿
五
日

H

二
年
三
月
十
九
日

H

二
年
六
月
六
日

H

二
年
六
月
六
日

M
M

二
年
八
月
十
日

H
H

二
年
十
一
月
廿
五
日

元
応
元
年
後
七
月
廿
一
日

H

元
年
九
月
六
日

H

元
年
十
月
十
六
日

H

二
年
二
月
廿
八
日

H

二
年
八
月
六
日

H
H

二
年
十
一
月
六
日

H

二
年
十
一
月
九
日

元
亨
二
年
七
月
廿
七
日

M
M

二
年
八
月
廿
九
日

二
年
十
一
月
十
一
日

二
年
十
一
月
十
一
日

二
年
十
一
月
十
一
日

二
年
十
一
月
廿
九
日

二
年
十
二
月
十
六
日

二
年
十
二
月
十
六
日

二
年
十
二
月
廿
五
日

三
年
三
月
廿
五
日

三
年
五
月
十
日

II II II 目II II II II II 

北
条
随
時

北
条
英
時

庁

鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
歴
史
的
前
提

II II II II II II II II II ，， II ，， II II II II II ，， II II 

河
上
神
社
文
書

河
上
神
社
文
書

深
堀
文
書

深
堀
文
書

河
上
神
社
文
書

河
上
神
社
文
書

深
堀
文
書

深
江
文
書

河
上
神
社
文
書

野
上
文
書

大
川
文
書

島
津
家
文
書

育
方
文
書

河
上
神
社
文
書

上
杉
家
文
書

高
城
寺
文
書

繭
寝
文
書

育
方
文
書

武
雄
神
社
文
書

熊
野
御
堂
真
氏
所
蔵
文
書

益
永
文
書

尊
経
閣
文
書

詫
磨
文
書

河
上
神
社
文
書

一
万
亨
三
年
五
月
十
六
日

H

三
年
五
月
廿
五
日

H

三
年
六
月
十
日

M
H

三
年
九
月
十
六
日

H

三
年
九
月
十
六
日

グ
三
年
九
月
廿
九
日

グ
三
年
十
月
五
日

M
H

三
年
十
一
月
廿
五
日

M
M

三
年
十
一
月
廿
五
日

H

三
年
十
一
月
廿
九
日

M
H

三
年
十
一
月
廿
九
日

M
M

三
年
十
二
月
五
日

M
H

四
年
二
月
廿
九
日

H

四
年
三
月
廿
日

庁
四
年
三
月
廿
日

H

四
年
三
月
廿
五
日

M
H

四
年
四
月
十
六
日

H

四
年
五
月
十
六
日

H

四
年
八
月
十
日

H

肉
年
十
一
月
廿
九
日

M
M

四
年
十
二
月
二
日

H
H

四
年
十
二
月
十
六
日

正
中
二
年
四
月
五
日

M
H

二
年
四
月
五
日

北
条
英
時

II II II II II II II II ，， II II II II II II II II II II II II II 

河
上
神
社
文
書

来
嶋
文
書

池
端
神
社

河
上
神
社
文
書

河
上
神
社
文
書

立
花
大
友
文
書

河
上
神
社
文
書

比
志
嶋
文
書

実
相
院
文
書

繭
寝
文
書

河
上
神
社
文
書

大
川
文
書

河
上
神
社
文
書

深
江
文
書

山
田
文
書

河
上
神
社
文
書

河
上
神
社
文
書

河
上
神
社
文
書

羽
鳥
文
書

山
田
文
書

北
里
文
書

入
来
院
文
書

宗
像
辰
美
氏
所
臓
文
書

高
野
山
文
書
（
金
剛
三
味
院
文
書
）

I¥ 



鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
歴
史
的
前
提

正
中
二
年
七
月
廿
五
日

H

二
年
七
月
廿
九
日

F

二
年
八
月
廿
九
日

H

二
年
十
月
十
日

嘉
暦
元
年
十
二
月
五
日

H

元
年
十
二
月
廿
日

M
M

元
年
十
二
月
廿
日

H

二
年
八
月
廿
九
日

M
H

二
年
間
九
月
十
七
日

H

二
年
九
月
廿
日

H

二
年
閏
九
月
廿
日

H

二
年
九
月
廿
日

H

二
年
丁
卯
十
月
五
日

H

二
年
十
二
月
廿
日

H

三
年
六
月
廿
九
日

H

コ
一
年
八
月
廿
九
日

H

四
年
七
月
五
日

H

四
年
八
月
廿
日

H

四
年
九
月
廿
日

元
徳
元
年
十
月
五
日

H

一
苅
年
十
一
月
廿
九
日

一
元
年
十
一
月
廿
九
日

元
年
十
二
月
廿
五
日

元
年
十
二
月
廿
五
日

,, ff ff 

北
傑
英
時

ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 

国
分
寺
文
書

溝
口
文
書

橘
中
村
文
書

山
田
文
書

阿
蘇
文
書

繭
寝
文
書

日
名
子
文
書

詫
磨
文
書

雷
山
文
書

詫
磨
文
書

藤
野
文
書

河
上
神
社
文
書

河
上
神
社
文
書

河
上
神
社
文
書

河
上
神
社
文
書

繭
寝
文
書

島
津
家
文
書

深
江
文
書

二
階
堂
文
書

島
津
家
文
書

河
上
神
社
文
書

河
上
神
社
文
書

二
階
堂
文
書

河
上
神
社
文
書

元
徳
二
年
二
月
廿
九
日

H

二
年
三
月
五
日

H

二
年
五
月
廿
五
日

H

二
年
六
月
五
日

H

二
年
十
月
廿
五
日

H

二
年
十
月
廿
九
日

H

二
年
十
一
月
十
六
日

H

二
年
十
二
月
十
日

庁
二
年
十
二
月
十
日

H

二
年
十
二
月
十
六
日

H

二
年
十
二
月
十
六
日

H

二
年
十
二
月
廿
日

P

三
年
七
月
廿
五
日

H

三
年
七
月
廿
五
日

H

三
年
八
月
廿
日

H

四
年
七
月
十
六
日

H

四
年
七
月
十
六
日

正
慶
一
元
年
十
月
五
日

H

元
年
十
一
月
十
日

H

元
年
十
二
月
五
日

H

元
年
十
二
月
五
日

H

元
年
十
二
月
十
日

H

元
年
十
二
月
廿
五
日

年
月
日
不
明

八

ff 

島
津
家
文
書

志
賀
文
書

河
上
神
社
文
書

詫
磨
文
書

和
泉
忠
氏
籍
中

水
引
執
印
文
書

山
田
文
書

河
上
神
社
文
書

詫
磨
文
書

嬉
野
文
書

志
賀
文
書

島
津
家
文
書

宗
像
文
書
（
松
平
定
数
氏
所
蔵
文
書
）

宗
像
神
社
文
書

二
階
堂
文
書

龍
造
寺
文
書

龍
造
寺
文
書

新
編
繍
寝
正
統
系
図

新
編
繭
寝
正
統
系
図

池
端
文
書

山
田
文
書

山
田
文
書

新
編
繭
寝
正
統
系
図

宇
佐
永
弘
文
書

北
傑
英
時

ff ff ff ff 『Fff ff ff 『，ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 



年
月
日
不
明

H
 

北
篠
英
時
宇
佐
永
弘
文
書

M
M

育

方

文

書

これを探題別に分類し、その初見年月日及び最終年月日を示せば次の表の如くなる。

::IG ::IG 
探

条 条 条 条

題

英 随 政 実

名
時 時 顕 政

一
82 19 63 11 裁

許

通 通 通 通
状数

フロ 文 正 永
亨 保 安 仁

最

一 フロ 四 五
年 年 年

年 初
七 /¥. A 
月 月 月 九

廿 廿 十 月 日

七 五 i¥ 七

日 日 日 日 付

正慶 フロ 正 正
応 手口 安 最

フ年ロ 一 五 一
十 年 年 年 終

十 占ノ、

月 一月 月
廿 月 十 十 日

五 九 一 ....... 
ノ、

日 日 日 日 付

こ
の
間
探
題
引
継
交
替
の
た
め
の
探
題
未
補
の
聞
は
、

（
朱
書
）

「
管
領
未
補
之
時
被
任
鎮
西
御
後
見
事
」

鎮
西
警
固
己
下
事
、
定
補
管
領
仁
之
程
、
大
宰
少
武
貞
経
相
共
守
事
書
、
可
致
沙
汰
之
依
依
仰
執
達
如
件
、

正

和

五

年

五

月

六

日

金北
武沢相条

H 基
顕時

模

守

在

判

蔵

守

在

判

（
点
宗
）

大
友
左
近
大
夫
勝
監
殿

（
立
花
大
友
文
書
）

鎌
怠
幕
府
滅
亡
の
歴
史
的
前
提

i¥ 



鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
隠
史
的
前
提

I¥. 
四

こ
の
関
東
御
教
書
に
よ
っ
て
、
後
見
役
た
る
少
弐
民
、
大
友
民
が
そ
の
職
務
を
代
行
し
た
も
の
ら
し
い
。

し
か
し
そ
の
期
聞
は
前
表
に
よ
っ
て
も
明
な
如
く
極
く
短
期
間
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
権
限
は
「
鎮
西
警
固
己
下
事
」
と
あ
る
如
く
、
そ
の

中
に
裁
断
権
は
含
ま
れ
て
居
ら
ず
、
軍
事
面
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

即
ち
本
来
な
ら
ば
当
然
鎮
西
探
題
が
裁
決
す
べ
き
相
論
に
も
拘
ら
ず
、
正
和
五
年
五
月
十
二
日
付
関
東
裁
許
状
に
よ
っ
て
裁
決
さ
れ
た
裁
判

円
註
”
】

例
が
あ
る
が
、
一
こ
れ
は
北
条
政
顕
か
ら
北
条
臨
時
へ
の
交
替
の
た
め
の
探
題
未
補
の
閣
の
故
と
思
わ
れ
る
。

叉
探
題
退
座
の
時
は

上
組
前
司
政
額
退
座
事
、
尋
究
子
細
可
被
注
進
之
依
依
何
執
達
如
件

鶴

治

三

年

四

月

五

日

（
大
仏
宗
宜
）

陸

奥

守

在

判

jじ

相議
時

模

守

在

判

大

友

出

羽

守

殿

（
立
花
大
友
文
書
）

｛註
U｝

と
あ
り
大
友
民
が
子
細
を
尋
究
し
て
関
東
に
注
進
し
た
ら
し
く
、
か
か
る
場
合
も
大
友
民
、
少
弐
民
に
裁
断
権
を
無
条
件
で
委
任
さ
れ
る
事

は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

乙
乙
に
も
得
宗
専
制
強
佑
に
対
す
る
鎌
倉
幕
府
の
周
到
な
る
配
慮
を
見
る
事
が
出
来
、
反
面
鎮
西
探
題
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
鎮
西
東
方
奉

｛柱

uv

行
、
西
方
奉
行
と
し
て
の
特
殊
権
限
を
有
し
た
大
友
民
、
小
弐
民
の
失
意
の
状
態
を
知
る
事
が
出
来
る
。

こ
の
聞
の
事
情
を
歴
代
鎮
西
要
略
は

「
太
宰
小
武
筑
後
守
貞
経
入
道
妙
恵
者
、
自
曽
祖
資
頼
任
府
司
、
管
五
州
補
鎮
西
守
護
以
来
、

雄
未
墜
其
箕
策
、
其
樺
乃
十
之
一
也
、
其
隆



時
、
府
稽
守
護
所
、
令
比
鎌
倉
、
執
政
威
風
無
不
諜
也
、
雌
商
営
時
北
保
置
探
題
、

遂
押
奪
太
宰
府
之
植

商
来
朝
事
邦
趨
雑
訴
訟
獄
之

宿
徒
壊
、
柳
桁
立
朽
、
雄
府
官
有
司
職
、
只
有
聾
無
責
」

者
、
不
之
宰
府
、
之
探
題
、
依
之
探
題
之
門
前
震
市
林
、
其
家
令
評
定
衆
、
私
通
車
馬
軽
賄
賂
、
無
不
富
栄
、

是
以
都
督
官
府
自
家
審
、
車

と
評
し
て
い
る
が
、
探
題
と
大
友
、
少
弐
民
と
の
関
係
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
と
い
え
る
。

は
す
べ
て
鎮
西
探
題
に
お
い
て
裁
許
が
行
れ
て
い
る
。

以
上
鎮
西
探
題
設
置
期
間
中
鎮
西
に
お
け
る
所
務
沙
汰
の
裁
許
が
関
東
に
お
い
て
行
れ
た
ニ
三
の
例
を
認
め
る
事
縄
問
来
る
が
、

そ
れ
以
外

永
仁
年
間
探
題
北
条
実
政
の
時
、
鎮
西
評
定
衆
、
引
付
衆
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、

人
を
任
命
す
る
事
に
よ
っ
て
今
ま
で
の
鎮
西
訴
訟
機
関
失
敗
の
欠
を
補
い
、
名
実
共
に
鎮
西
唯
一
の
訴
訟
機
関
と
し
て
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る

に
至
っ
て
い
括
噌

乙
れ
に
大
友
民
、
島
津
民
、
少
弐
民
等
の
在
地
有
力
御
家

の
目
的
色
乙
乙
に
よ
う
や
く
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

鎮
西
御
家
人
の
関
東
へ
の
参
訴
を
禁
じ
、
現
地
に
お
い
て
裁
決
し
、
も
っ
て
異
国
警
固
番
役
に
専
会
せ
し
め
る
と
云
う
、
鎌
倉
幕
府
の
所
期

（
歴
史
地
理
五
八
ノ

（註
1
）
相
田
二
郎
民
「
呉
国
警
闘
審
役
の
研
究
下
」

五）

（
註
2
）
佐
藤
進
一
氏
「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」

（註
3
）
立
花
家
蔵
大
友
文
書
弘
安
九
年
七
月
十
八
日
関
東
御
教
書

（註
4
）
弘
安
七
年
設
置
さ
れ
た
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
及
び
鎮
商
談
議
所
の
機

構
等
に
つ
い
て
は
佐
藤
民
前
掲
論
文
中
に
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

（註
4
）
大
友
系
図
所
載
文
書
永
仁
七
年
正
月
廿
七
日
関
東
御
教
書

〈註
5
）
比
志
嶋
文
書
に
北
条
実
政
か
ら
北
条
英
時
に
至
る
鎮
西
引
付
の
結
審

鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
歴
史
的
前
提

。

注
文
が
残
っ
て
い
る
。

（註
6
）
鎮
西
裁
許
状
の
署
名
は
、
関
東
裁
許
状
、
六
波
羅
裁
許
状
が
執
権
、

連
署
及
び
南
方
、
北
方
探
題
の
連
署
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
鎮
西
探

題
一
名
で
あ
る
事
を
特
徴
と
す
る
。

各
探
題
の
署
名
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

北
条
実
政
｜
前
上
総
介
平
朝
臣

北
条
政
顕
｜
掃
部
助
平
、
上
総
介
平
朝
臣
、
前
上
総
介
平
朝
臣

北
条
随
時
l
遠
江
守
平
朝
臣
（
文
保
二
年
以
前
）
前
遠
江
守
平
朝
臣

A 
五



鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
歴
史
的
前
提

（
元
応
元
年
以
後
）

北
条
英
時
｜
修
理
亮
平
朝
臣

（
註
干
）
所
務
沙
汰
は
鎮
西
探
題
が
管
轄
し
て
い
た
が
、
雑
務
、
検
断
両
沙
汰

の
管
轄
権
は
守
護
が
握
っ
て
い
た
。

「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」
噌
ω
包
参
照
。

「
薩
藩
旧
記
雑
録
」
（
島
津
家
文
書
）

鎮
西
検
断
事
、
早
撰
器
量
之
仁
、
副
国
々
守
護
人
、
可
被
厳
密
之
沙

汰
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

正
安
二
年
六
月
竹
問
日

相陸

守守

在在
判平日

模奥

（
北
条
実
政
）

上

総

前

司

殿

し
か
し
守
護
の
権
限
で
あ
る
検
断
沙
汰
に
つ
い
て
も
、
守
護
退
座
の
時
は
鎮

西
探
題
が
沙
汰
し
た
ら
し
く
、
島
津
家
文
書
嘉
暦
四
年
七
月
五
日
鎮
西
探
題

裁
許
状
に
よ
れ
ば
、
「
薩
隆
一
国
比
志
嶋
孫
太
郎
忠
範
法
師
一
銭
与
大
隅
道
一
息

左
京
進
宗
久
法
師
蹴
一
脳
代
道
慶
相
論
追
捕
刃
傷
打
郵
以
下
事
」
に
就
い
て
「

右
、
守
護
人
退
退
座
之
問
、
所
有
其
沙
汰
也
」
と
し
て
鎮
西
探
題
が
裁
許
し

て
い
る
。

（註
9
）
蒐
集
せ
る
鎮
西
探
題
裁
許
状
は
現
在
続
刊
中
の
「
大
宰
府
、
太
宰
府

天
満
宮
史
料
中
世
編
」
に
収
録
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（註

m）
詫
磨
文
香
正
和
五
年
五
月
十
二
日
付
関
東
裁
許
状
参
照

（
註
日
）
評
定
の
時
の
退
座
に
つ
い
て
は
、
次
の
如
く
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
、
評
定
時
可
退
座
分
限
事

祖
父
母
、
父
母
、
養
父
母
、
子
孫
、
養
子
孫
、
兄
弟
、
姉
妹
、
智

八
六

醐
蹴
拐
、
男
、
相
男
、
伯
叔
父
、
甥
姪
、
従
父
兄
孫
、
小
男
、
夫

委
訴
訟
之
時
、
烏
帽
子
子

可
退
之

文

磨

二

年

間

六

月

廿

一

日

（

近

衛

家

本

追

加

）

（
註
日
）
佐
藤
進
一
氏
は
大
友
氏
が
守
護
の
職
権
以
外
に
は
、
何
等
の
重
職
（

鎮
西
奉
行
）
に
も
就
い
て
い
な
か
っ
た
事
を
指
摘
し
て
居
ら
れ
る
。

「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」
司

Na

し
か
し
大
友
民
が
少
弐
民
と
共
に
鎮
西
奉
行
と
し
て
の
職
権
を
行
使

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
若
干
の
史
料
が
あ
る
。

（
端
書
）

「
東
方
奉
行
」

蒙
古
合
戦
事
、
為
尋
沙
汰
、
不
日
可
召
給
代
官
候
、
恐
々
謹
言
、

建

治

三

年

六

月

十

六

日

頼

泰

（

花

押

）

都
甲
左
衛
門
五
郎
殿

（
都
甲
文
書
）

大
友
氏
が
東
方
奉
行
と
す
れ
ば
、
当
然
少
弐
氏
が
西
方
奉
行
と
呼
ば
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
西
方
奉
行
に
関
し
て
は
全
く
知
る
べ
き
史
料
、
が
な
い
。

東
方
奉
行
の
名
が
見
え
る
史
料
と
し
て
は
乙
の
外
に
、

鎮
西
東
方
奉
行
送
文
、
文
永
十
一
年
十
二
月
七
日

（
阿
蘇
文
書
）

鎮
西
東
方
奉
行
所
書
下
、
建
治
元
年
十
一
月
六
日

鎮
西
東
方
奉
行
所
書
下
、
建
治
一
元
年
十
一
月
廿
三
日

鎮
西
東
方
奉
行
所
召
文
、
建
治
三
年
六
月
十
五
日

（
以
上
都
甲
文
書
）



し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
端
裏
書
に
脅
か
た
も
の
で
あ
り
、
或
は

後
世
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
大
友
氏
が
少
弐
氏
と
共
に
、
曲
家
古
来
襲
前
後
か
ら
、
単
な
る

守
護
の
権
限
以
上
の
役
割
を
果
し
て
い
た
事
は
、
各
方
面
か
ら
論
証

し
得
る
所
で
あ
り
、
そ
の
権
限
に
対
し
て
、
東
方
奉
行
、
西
方
奉
行

の
名
称
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

ζ

の
点
に
就

い
て
は
他
日
稿
を
改
め
て
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

（
註
お
）
阿
蘇
文
書
正
安
二
年
九
月
六
日
鎮
西
探
題
施
行
状
に
よ
れ
ば
、
上
嶋

弥
四
郎
惟
盛
山
法
師
蹴
陥
女
子
宇
治
氏
代
惟
久
と
諸
四
郎
惟
季
議
一
と

の
肥
後
園
六
筒
庄
中
村
内
徳
恒
名
田
島
を
め
ぐ
る
相
論
は
関
東
下
知

状
に
よ
っ
て
裁
許
さ
れ
、
そ
れ
を
鎮
西
探
題
北
条
実
政
が
施
行
し
て

い
る
。
叉
小
鹿
島
文
書
正
安
三
年
七
月
十
二
日
関
東
下
知
状
に
よ
れ

ば
、
「
橘
薩
摩
左
衛
門
次
郎
公
遠
与
同
右
馬
允
公
総
相
論
肥
前
園
長

嶋
庄
内
大
崎
村
事
」
に
就
い
て
、
鎮
西
探
題
北
条
実
政
が
訴
陳
具
書
・

等
を
関
東
に
執
進
し
て
居
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
関
東
K
お
い
て
裁
許

さ
れ
て
い
る
。

乙
の
ほ
か
関
東
に
お
い
て
裁
許
さ
れ
た
例
と
し
て
は
、
島
津
家
文
書

正
中
二
年
十
月
七
日
関
東
下
知
状
（
「
嶋
津
庄
護
摩
万
伊
作
庄
向
日

置
北
郷
雑
掌
憲
俊
与
地
頭
大
隅
左
京
進
宗
久
代
道
慶
担
論
所
務
事
」
）

同
じ
く
島
津
家
文
書
正
中
二
年
十
月
廿
七
日
関
東
下
知
状
（
「
柏
崎
津

庄
薩
摩
方
日
置
新
御
領
雑
掌
承
信
与
地
頭
大
関
左
京
進
宗
久
道
慶
相

論
所
務
条
主
事
」
）
が
あ
る
が
、
乙
れ
は
鎮
西
引
付
衆
の
一
人
で
あ

る
大
友
近
江
貞
宗
の
注
申
K
よ
っ
て
裁
決
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
鎮
西
探
題
裁
許
状
一
七
七
通
に
比
較
す
れ
ば
、
例
外
と
し
て

鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
歴
史
的
前
提

取
扱
っ
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

乙
の
問
例
が
何
故
関
東
に
お
い
て
裁
許
さ
れ
た
か
必
ず
し
も
明
で
な

い
が
、
乙
れ
ら
が
東
園
御
家
人
の
相
論
で
あ
る
事
が
共
通
点
と
し
て

認
め
得
る
が
、
そ
の
他
の
東
園
御
家
人
と
の
相
論
は
鎮
西
探
題
が
裁

許
し
て
い
る
か
ら
、
乙
乙
で
は
結
論
を
保
留
じ
て
置
く
。

（註
H
）
し
か
し
鎮
西
評
定
衆
設
置
の
当
初
は
、
評
定
衆
で
不
参
の
者
が
多
か

っ
た
ら
し
く
、
次
の
如
き
関
東
御
教
書
が
出
窓
れ
、
評
定
衆
の
忠
勤

を
命
じ
て
い
る
。

（
新
式
目
）

て
評
定
衆
殊
可
致
忠
勤
之
処
、
多
以
不
参
云
々
、
甚
無
其
調
、
於
如
然

輩
者
、
厳
密
可
被
注
進
之
状
、
依
仰
執
達
如
何

正
安
二
七
七

（
宣
時
）

陸

奥（
貞
時
）

相

模

守

判
守

判

（
賀
政
）

上

総

前

司

殿

叉
幕
府
は
鎮
西
裁
許
に
関
し
て
、
次
の
如
、
き
条
々
を
北
条
実
政
に
命

じ
て
い
る
。

（
新
式
目
）
条
々
正
安
二
壬
七
十
九
但
馬
前
司
渡
之

て
召
文
事
、
止
問
状
、
御
使
催
促
共
可
為
三
ケ
度
事

て
召
文
事
、
停
止
園
雑
色
、
可
被
仰
嘗
国
守
護
弁
近
隣
地
頭
御
家
人
等

事、
一
、
於
引
付
、
可
有
御
下
知
取
捨
事
、

八
七



鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
歴
史
的
前
提

一
、
評
定
事
書
、
頭
付
弁
継
目
封
事
、
当
日
可
令
申
沙
汰
事
、

一
、
急
事
外
、
於
引
付
座
、
不
可
書
御
教
書
以
下
事
、

て
自
評
定
被
勘
返
沙
汰
事
、
不
日
加
談
議
、
後
日
評
定
可
覆
勘
申
事
、

一
、
頭
人
弁
関
閤
仁
座
退
座
分
限
事
、
司
令
停
止
事
、

一
、
諸
人
代
官
、
除
退
座
分
限
、
可
令
停
止
事
、

一
、
対
問
時
一
万
人
数
両
之
外
、
堅
可
停
止
事
、

て
京
下
弁
無
足
訴
人
、
及
経
年
序
沙
汰
事
、
急
速
可
申
沙
汰
事
、

一
、
清
書
仁
令
書
上
御
下
知
者
、
頭
人
封
裏
直
可
下
訴
人
事
、

右
、
燦
々
諸
事
、
所
被
害
遣
事
早
守
比
旨
可
被
成
敗
之
状
、
依
仰
執
達

，....、
ー
一、・.，

/¥ 
/¥ 

如
件
、

正
安
二
年
七
月
五
日

陸

（
宣
時
）

奥

守

（
貞
時
）

模

守

半日 半日

相

（
実
政
）

上

総

前

司

殿

。

鎌
倉
幕
府
の
訴
訟
制
度
に
お
い
て
、
御
家
人
が
保
護
さ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
事
は
勿
論
予
想
き
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
上
横

手
民
は
鎌
倉
末
に
至
り
鎌
倉
幕
府
法
の
「
道
理
」

の
よ
う
な
「
道
理
」

「
公
平
」
が
荘
園
制
擁
護
の
立
場
に
立
脚
し
た
も
の
に
変
質
し
た
事
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
そ

「
公
平
」
が
具
体
的
個
々
の
裁
決
の
際
、
知
何
な
る
結
果
と
な
っ
て
現
れ
た
か
と
云
う
点
に
就
い
て
実
証
を
欠
く
憾
が
あ

る
様
に
思
う
。

鎌
倉
末
に
お
け
る
鎌
倉
幕
府
法
が
荘
園
体
制
擁
護
の
上
に
成
立
し
て
い
た
事
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、

単
に
法
令
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
か

結
論
を
導
き
出
す
事
が
出
来
よ
う
。

ら
だ
け
で
な
く
、
各
々
の
相
論
に
対
す
る
幕
府
の
裁
決
を
示
す
裁
許
状
に
つ
い
て
分
析
す
る
事
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
得
る
な
ら
ば
一
一
層
明
確
な

こ
の
た
め
に
は
鎌
倉
幕
府
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
訴
訟
に
対
す
る
裁
許
状
を
蒐
集
分
析
す
る
事
が
必
要
と
な
る
が
、

こ
の
事
は
な
お



若
干
の
時
間
的
余
裕
を
必
要
と
す
る
の
で
後
日
を
期
し
、

考
察
す
る
事
と
す
組
噂

乙
乙
で
は
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
一
環
た
る
鎮
西
探
題
裁
許
状
に
限
り
、

乙
の
点
を

そ
乙
で
私
見
の
及
ん
だ
鎮
西
探
題
裁
許
状
中
断
簡
の
た
め
内
容
を
正
確
に
知
り
得
な
い
も
の
、

適
を
除
外
崎
噌
残
一
五
三
通
に
つ
い
て
、
そ
の
訴
人
、
論
人
、
及
び
勝
訴
を
得
た
者
の
階
層
を
地
頭
御
家
人
、

分
類
し
、
次
の
結
果
を
得
間
d
v

及
ぴ
未
解
決
に
終
っ
て
い
る
も
の
等
ニ
．
十
五
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74 

5 

人街l
人

其不

2 

他明
御地

92 家［

す論
6 

家非｜

48 

人御
人業不

7 

他明
御池

60 家

人頭 勝

領荘園主寺社61 

家非

2 

人側l
訴

30 与和

今
日
我
々
が
披
見
し
得
る
鎮
西
探
題
裁
許
状
は
、
鎮
西
探
題
四
代
に
わ
た
っ
て
出
さ
れ
た
裁
許
状
の
極
く
一
部
に
過
ぎ
ず
、
更
に
残
存
史
料

の
偶
然
性
を
考
慮
に
入
れ
る
時
、
統
計
的
百
分
率
を
出
し
て
論
ず
る
事
が
出
来
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
以
下
特
徴
的
現
象
を
指
摘
し
な
が

ら
論
ず
る
事
に
す
る
。

先
ず
全
般
的
な
点
で
は
、
相
論
の
訴
人
、
論
人
い
ず
れ
も
地
頭
御
家
人
、
寺
社
関
係
の
者
に
よ
っ
て
大
半
が
占
め
ら
れ
て
お
り
、

叉
寺
社
の

中
で
も
、
そ
の
史
料
的
関
係
か
ら
、
宇
佐
宵
、

河
上
神
社
関
係
の
も
の
が
大
半
を
占
め
る
結
果
と
な
っ
た
事
は
や
む
を
得
な
い
。

叉
公
領
、
荘
園
内
の
訴
訟
に
武
家
が
口
入
す
る
事
は
、

鎌
倉
幕
府
法
に
よ
っ
て
固
く
停
止
す
る
所
で
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
末
期
に
は
こ
れ
ら
公

現
実
の
最
高
権
力
を
保
持
す
る
武
家
方
に
委
ね
る
事
に
よ
っ
て
解
決
を
求
め
る
一
般
的
傾
向
は
、
鎮
西
以
外

（
註
れ
）

に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
所
で
あ
る
が
、
特
に
辺
境
地
鎮
西
に
お
い
て
は
か
か
る
現
象
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。

次
に
訴
人
に
つ
い
て
云
え
ば
、
同
例
中
、
地
頭
御
家
人
が

η
例
、
寺
社
九
例
で
あ
り
、
両
者
ピ
よ
っ
て
そ
の
九
割
以
上
が
占
め
ら
れ
て
居

り
、
非
御
家
人
で
訴
人
と
な
っ
た
者
が
僅
か
5
例
で
あ
る
事
と
著
し
い
対
象
を
示
し
て
い
る
。

領
、
庄
圏
内
の
訴
訟
の
裁
決
を
、

元
来
訴
人
た
る
者
は
、
当
時
に
お
け
る
特
権
階
級
で
あ
り
、
且
つ
既
成
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
者
、

即
ち
既
成
道
理
に
よ
っ
て
裁
判

に
勝
訴
を
得
る
可
能
性
を
有
す
る
者
が
多
い
事
が
一
般
的
現
象
で
あ
る
が
、

鎌
倉
幕
府
法
下
に
お
け
る
地
頭
御
家
人
及
び
寺
社
こ
そ
、
当
時
の

鎌
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幕
府
滅
亡
の
歴
史
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特
権
階
級
と
し
て
訴
人
た
る
べ
き
一
般
的
条
件
を
具
備
せ
る
階
層
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
反
し
、
非
御
家
人
の
訴
人
例
5
例
と
云
う
事
は
、
彼
等
が
い
ま
だ
鎌
倉
幕
府
法
に
よ
っ
て
保
護
を
受
け
ざ
る
新
興
階
層
で
あ
り
、
そ

の
勢
力
伸
張
が
非
合
法
に
よ
っ
て
、
地
頭
御
家
人
、
寺
社
荘
園
領
主
等
の
既
成
特
権
を
侵
犯
し
つ
つ
あ
っ
た
事
実
を
示
す
。

こ
の
よ
う
な
彼
等
が
既
成
法
に
頼
る
事
は
考
え
得
べ
く
も
な
い
。

こ
の
事
実
は
論
人
の
分
析
に
よ
っ
て
一
層
明
確
と
な
る
。

論
人
間
例
中
、
地
頭
御
家
人
に
し
て
論
人
と
な
っ
た
者
但
例
は
、
訴
人
、
論
人
共
に
御
家
人
で
あ
る
場
合
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
事
か
ら

当
然
の
数
字
で
あ
る
が
、
寺
社
が
論
人
と
な
っ
た
者
6
例
は
、
訴
人
の
場
合
寺
社
が
九
例
あ
っ
た
の
と
好
対
象
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
現
象
は
特
権
階
級
と
し
て
の
寺
社
が
、
地
頭
御
家
人
、
非
御
家
人
等
に
よ
る
非
法
狼
籍
に
苦
し
め
ら
れ
る
受
身
の
立
場
に
あ
っ
た
事
を

示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
非
御
家
人
で
論
人
と
な
っ
た
者
は
、
訴
人
の
場
合
の
5
例
か
ら
逆
に
錨
例
に
増
加
し
て
居
り
、
彼
等
が
そ
の
非
法
狼
籍
の
行
動

に
よ
っ
て
、
訴
え
ら
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
事
を
示
す
現
象
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
そ
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
寺
社
が
地
頭
御
家
人
を
訴
え
た
例
も
お
例
あ
り
、

乙
の
事
か
ら
も
寺
社
の
有
す
る
既
成
特
権
を
侵

蝕
し
つ
つ
あ
っ
た
者
が
非
御
家
人
及
び
地
頭
御
家
人
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。

こ
の
事
実
は
次
の
時
代
の
中
心
勢
力
と
し
て
主
導
権
を
握
る
階
層
を
暗
示
し
て
い
る
も
の
と
云
え
る
。

即
ち
地
頭
御
家
人
及
び
非
御
家
人
は
在
地
に
お
い
て
勢
力
を
伸
張
し
つ
つ
あ
る
階
層
で
あ
り
、

寺
社
荘
園
領
主
は
そ
の
肉
迫
に
悩
み
、
既
成

特
権
の
維
持
を
鎌
倉
幕
府
法
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
支
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

而
し
て
こ
れ
ら
三
階
層
の
相
論
を
通
じ
て
の
闘
争
を
、

調
停
者
の
立
場
に
追
い
込
ま
れ
た
鎮
西
探
題
が
如
何
に
裁
決
す
る
か
と
云
う
事
は
、

単
に
そ
れ
に
よ
っ
て
鎮
西
探
題
の
基
本
政
策
を
窺
い
知
る
の
み
な
ら
ず
、

鎮
西
探
題
の
背
後
に
み
る
鎌
倉
幕
府
の
性
格
規
定
の
問
題
と
も
関
連



し
て
来
る
。

か
か
る
観
点
か
ら
鎮
西
探
題
の
裁
許
に
お
い
て
、
有
利
な
判
決
を
下
さ
れ
た
階
層
を
地
頭
御
家
人
、

寺
社
荘
園
領
主
、
非
御
家
人
の
三
階
層

に
分
類
し
て
み
る
時
、
勝
訴
に
な
っ
た
の
は
寺
社
荘
園
領
主
の
但
例
が
最
も
多
く
、

地
頭
御
家
人
の
伺
例
が
こ
れ
に
続
き
、
非
御
家
人
に
し
て

勝
訴
と
な
っ
た
者
は
、
わ
ず
か
2
例
に
過
ぎ
な
い
。

地
頭
御
家
人
の
勝
訴
伺
例
に
つ
い
て
は
論
ず
る
点
は
少
い
。

し
か
し
鎮
西
探
題
が
寺
社
荘
園
領
主
に
臼
例
の
勝
訴
を
与
え
て
い
る
事
は
注
目
に
値
い
す
る
。

し
か
も
乙
の
但
例
の
勝
訴
の
中
に
は
、
地
頭
御
家
人
と
の
相
論
に
勝
っ
た
四
例
が
含
ま
れ
て
居
り
、

て
地
頭
御
家
人
の
神
領
の
非
法
押
領
を
停
止
せ
し
め
、
そ
の
返
付
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

（
駐
蹄
｝

た
の
は
わ
ず
か
に
1
例
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
ら
は
す
べ
て
神
領
輿
行
法
に
よ
っ

地
頭
御
家
人
に
し
て
寺
社
と
の
相
論
に
勝
利
を
得

元
来
鎌
倉
幕
府
の
成
立
当
初
よ
り
、
寺
社
領
に
対
し
て
は
特
別
の
庇
護
が
加
え
ら
れ
、

そ
の
た
め
に
種
々
立
法
も
行
れ
て
い
る
が
、
特
に
鎌

《柱

mv

正
和
元
年
十
二
月
頃
神
領
興
行
の
法
を
施
行
し
た
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

倉
末
期
に
は
、
鎮
西
に
お
け
る
対
外
的
特
殊
事
情
か
ら
、

鎌
倉
幕
府
が
か
く
の
如
く
寺
社
領
を
保
護
し
た
事
の
理
由
に
つ
い
て
は
種
々
論
議
さ
れ
て
い
る
の
で
、

乙
乙
で
は
触
れ
な
い
事
と
す
る
が
、

か
か
る
地
頭
御
家
人
層
の
寺
社
領
の
侵
蝕
が
、
在
地
に
お
け
る
領
主
制
確
立
の
た
め
の
現
実
の
要
求
に
基
ず
く
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
如
何
な

る
理
由
に
よ
っ
た
に
せ
よ
鎌
倉
幕
府
の
寺
社
領
保
護
政
策
が
地
頭
御
家
人
層
の
利
害
と
正
面
か
ら
鋭
く
対
立
す
る
結
果
と
な
っ
た
事
は
否
定
出

来
な
い
。

非
御
家
人
が
僅
か
2
例
の
勝
訴
し
か
得
て
い
な
い
事
は
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
非
御
家
人
の
立
場
を
示
し
て
い
硲
唱

更
に
鎮
西
探
題
は
御
家
人
聞
の
相
論
に
お
い
て
も
惣
領
と
庶
子
と
の
相
論
の
場
合
、

惣
領
に
有
利
な
判
決
を
下
す
事
に
お
い
て
態
度
は
一
貫

し
て
い
る
。鎌

倉
幕
府
滅
亡
の
歴
史
的
前
提

。



即
ち
鎮
西
探
題
裁
許
状
中
惣
領
と
庶
子
の
相
論
は
口
例
あ
る
が
、

2
例
の
和
与
を
除
い
て
は
、
悉
く
惣
領
側
の
勝
に
帰
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
も
鎌
倉
末
の
「
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
庶
子
独
立
奨
励
策
」
は
異
国
警
固
審
役
確
保
の
た
め
施
行
し
た
現
実
即
応
の
政
策
で
あ
り
、

一
応
緊
急
事
態
を
脱
し
た
後
に
お
い
て
は
、
庶
子
支
配
強
化
を
意
図
す
る
惣
領
の
立
場
を
支
持
す
る
政
策
に
復
帰
し
た
こ
と
が
わ
か
結
宅

裁
決
に
際
し
、

鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
歴
史
的
前
提

以
上
鎮
西
探
題
裁
許
状
の
分
析
を
通
じ
て
云
え
る
事
は
、

。

鎌
倉
幕
府
法
の
「
道
理
」
「
公
平
」
、
或
い
は
「
不
参
之
径
」

ー寸

難

こ
れ
は
あ
く
ま
で
表
面
的
理
由
で
あ
り
、

そ
の
背
後
に
は
か
か
る
法
的
立
場
に
優
先
す

渋
之
答
」
等
が
一
応
裁
決
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
が
、

る
政
治
的
配
慮
が
働
い
て
い
る
事
は
否
定
出
来
な
い
。

（
註
日
）
乙
こ
で
は
訴
人
、
論
人
、
勝
訴
に
な
っ
た
者
の
階
層
別
分
類
を
行
う

必
要
上
、
乙
の
事
が
比
較
的
明
確
に
わ
か
る
鎮
西
探
題
裁
許
状
に
つ

い
て
の
み
分
析
を
読
み
た
が
、
鎮
西
探
題
御
教
書
の
形
式
に
よ
る
、

相
論
の
た
め
の
召
文
、
問
状
等
か
ら
間
接
的
に
裁
決
の
内
容
を
知
り

得
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
将
来
鎮
西
探
題
御
教
書
を
も
蒐
集
分
析
す

る
一
事
に
よ
っ
て
、
一
一
層
明
確
に
な
る
と
期
待
さ
れ
る
。

（
註
叩
山
）
山
間
文
書
正
安
二
年
七
月
二
日
「
護
摩
園
谷
山
郡
山
田
上
別
府
両
村

地
頭
大
綱
式
部
孫
五
郎
宗
久
奥
笛
郡
と
司
谷
山
五
郎
資
忠
相
論
所
務

条
々
」
に
対
す
る
裁
許
状
の
如
く
、
相
論
点
が
四
十
一
ケ
条
に
も
及

び
、
俄
に
い
ず
れ
が
勝
訴
と
な
っ
た
と
判
定
困
難
な
も
の
は
除
外
し

伊

』

。。ta乙
の
相
論
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
弁
ケ
田
良
治
氏

「
南
九
州
に
お
け
る
南
北
朝
内
乱
の
性
格
」
日
本
史
研
究
ヤ
也
号
、 。

鈴
木
鋭
彦
氏
、
史
淵
五
十
四
輯
「
中
世
に
於
け
る
領
主
権
確
立
を
め

ぐ
っ
て
の
一
考
察
｜
薩
摩
園
谷
山
郡
の
場
合
｜
」
、
水
上
一
久
氏
金

沢
大
学
法
文
学
部
論
集
三
「
南
北
朝
内
乱
に
関
す
る
康
史
的
考
察
｜

特
に
護
摩
、
大
隅
地
方
に
つ
い
て
」
佐
々
木
光
雄
氏
文
化
第
二
十
一

巻
三
号
「
鎌
倉
時
代
末
期
に
お
け
る
地
頭
と
郡
司
の
相
魁
l
磁
摩
国

谷
山
部
正
安
二
年
の
鎮
西
探
題
裁
決
状
を
め
ャ
っ
て
l
」
等
が
あ
る

（
註
げ
）
こ
の
三
階
層
の
分
類
に
あ
た
り
、
地
頭
御
家
人
と
非
御
家
人
の
区
別

は
最
も
微
妙
な
点
で
あ
り
、
種
々
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
と
こ
で
は

各
方
面
よ
り
検
討
し
、
地
頭
御
家
人
で
あ
る
事
の
確
証
を
復
み
得
な

か
っ
た
者
は
一
応
非
御
家
人
に
分
類
し
て
あ
る
が
、
将
来
な
お
検
討

の
必
要
の
あ
る
者
も
少
く
な
い
。
乙
の
御
家
人
、
非
御
家
人
の
区
別

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
肥
前
国
に
お
け
る
鎌
倉
御
家
人
」
（
日
本
歴

史
山
号
）
で
考
察
し
た
の
で
、

ζ

乙
で
は
省
略
す
る
。



叉
寺
社
遊
園
領
主
の
分
類
は
、
具
体
的
に
は
宇
佐
宮
、
河
上
神
社
、

新
国
八
幡
宮
、
武
雄
神
社
、
大
宰
府
天
満
宮
、
志
登
社
、
高
滅
寺
、

宇
佐
一
弥
勅
寺
、
高
野
山
金
剛
三
味
院
、
国
分
寺
（
薩
摩
）
等
で
あ

り
、
乙
れ
ら
は
荘
園
領
主
と
し
て
よ
り
、
む
し
ろ
寺
社
で
あ
っ
た
事

が
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
乙
れ
だ

け
の
史
料
で
直
ち
に
対
荘
園
領
主
政
策
と
飛
躍
さ
せ
て
結
論
を
急
ヤ

事
に
は
踊
穏
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
か
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
本
稿
は

上
横
手
氏
の
い
わ
れ
る
「
鎌
倉
幕
府
法
H
経
国
領
主
的
立
場
」
と
さ

れ
る
結
論
の
裏
付
け
的
要
素
は
少
い
と
も
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
今

後
関
東
下
知
状
の
分
析
等
を
通
じ
て
寺
社
以
外
の
荘
園
領
主
に
対
す

る
幕
府
の
政
策
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

叉
分
類
に
あ
た
り
、
宗
像
大
宮
司
、
武
雄
大
宮
司
等
ほ
、
鎌
倉
宋
に

な
る
と
御
家
人
と
祢
し
て
い
る
が
、
乙
れ
ら
は
い
ず
れ
も
寺
社
荘
園

領
主
に
分
類
し
た
。

（
註
鴎
）
貞
永
式
目
三
条
、
六
条
、
吾
妻
鏡
貞
永
元
年
闘
九
月
一
日
条
参
照

（
註
四
）
地
宿
駅
御
家
人
が
寺
社
と
相
諭
し
て
勝
っ
た
唯
一
の
例
は
、
黒
水
文
書

交
保
元
年
八
月
廿
五
日
「
明
海
房
源
意
女
子
大
神
民
代
経
方
弁
字
佐

【
下
電
】

宮
門

U
可
以
下
神
宮
等
奥
久
保
六
郎
種
轡
相
論
、
豊
前
園
門

U
郡
黒

，筒、
ーー一、~

水
工
古
田
武
両
名
地
頭
職
事
」
に
対
す
る
鎮
西
探
題
北
条
随
時
の
裁
許
理

由
は
、
「
然
者
譜
代
之
神
領
無
御
家
人
一
方
知
行
例
之
由
、
緩
方
雄
申

之
、
代
々
被
成
地
頭
職
御
下
文
之
地
、
御
家
人
相
停
有
何
滞
哉
、
旦

源
怠
為
御
家
人
子
孫
、
嘗
名
相
停
不
可
有
其
難
之
由
、
再
三
立
申

之
、
引
申
正
態
御
事
書
、
父
祖
四
代
御
家
人
傍
例
之
上
者
、
号
一
向

御
家
人
、
難
申
種
柴
知
行
之
様
、
背
理
致
鍬
」
で
あ
っ
た
。

（
註
却
）
小
島
鉦
作
氏
歴
史
地
理
第
四
巻
第
1
号
「
永
仁
の
徳
政
と
社
寺
領
」

参
照

（註
m
A
）
非
御
家
人
が
勝
訴
を
得
た
の
は

種
藩
旧
記
雑
録
（
古
本
末
吉
検
見
崎
氏
家
蔵
）
延
慶
二
年
十
一
月
十

一

百

肩

書

斎

寄

付

葬

襲

警

護

言

葉

法

師

麟
奥
地
頭
美
作
前
草
案
童
相
論
書
襲
名
田
喜
」
に

対
し
「
地
頭
御
下
知
違
背
之
省
、
無
所
遁
獄
、
然
則
、
於
役
職
名
田

等
者
、
為
別
納
可
令
尊
阿
知
行
者
」
と
の
裁
決
を
下
し
て
居
り
、
叉

藤
野
氏
文
書
嘉
暦
二
年
間
九
月
廿
日
「
種
摩
園
雑
掌
明
尊
申
、
伊
敷

村
名
主
四
郎
入
道
打
止
園
検
抑
留
済
物
由
事
」
に
対
し
て
「
難
遁
召

文
違
背
之
航
官
級
」
と
の
理
由
で
明
世
帯
の
勝
訴
を
認
め
て
い
る
。

（
註
沼
）
拙
稿
九
州
史
学
第
6
号
「
惣
領
制
の
解
体
と
鎌
倉
幕
府
」
参
照

。

以
上
鎮
西
探
題
裁
許
状
の
分
析
を
通
じ
て
鎮
西
探
題
の
基
本
政
策
を
追
求
し
て
来
た
が
、

一O三

鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
歴
史
的
前
提

鎮
西
探
題
が
鎌
倉
幕
府
の
一
出
先
機
関
で
あ
っ
た



鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
歴
史
的
前
提

一O
四

以
上
、

こ
れ
が
鎮
西
探
題
独
自
の
政
策
で
は
な
く
、
鎌
倉
幕
府
の
基
本
的
政
策
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
事
は
云
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

鎌
倉
中
期
以
後
在
地
に
お
け
る
領
主
制
確
立
を
目
指
す
御
家
人
、
非
御
家
人
層
の
積
極
的
動
き
は
、

必
然
的
に
荘
園
領
主
等
の
有
す
る
既
成

特
権
に
対
す
る
非
法
狼
籍
と
な
り
、
叉
非
御
家
人
層
の
御
家
人
の
有
す
る
特
権
に
対
す
る
侵
蝕
と
な
っ
て
現
れ
た
。

鎌
倉
中
期
以
後
鎮
西
に
お
け
る
所
務
相
論
の
急
激
な
増
加
は
、

こ
の
間
の
事
情
を
如
実
に
反
映
し
た
現
象
と
云
え
よ
う
。

し
か
も
乙
れ
ら
新
興
勢
力
の
激
し
い
領
主
制
確
立
へ
の
具
体
的
行
動
は
、

と
し
た
鎌
倉
幕
府
法
の
限
界
を
乗
り
越
え
た
要
求
と
な
っ
て
い
る
。

し
ば
し
ば
荘
園
領
主
と
御
家
人
と
の
勢
力
均
衡
を
保
つ
事
を
目
的

調
停
者
と
し
て
の
鎌
倉
幕
府
が
自
己
の
作
り
出
し
た
幕
府
法
を
遵
守
す
る
以
上
、
相
対
的
に
荘
園
体
制
擁
護
の
色
彩
が
濃
厚
と
な
る
事
は
免

れ
得
な
い
事
で
あ
っ
た
。

そ
の
帰
結
と
し
て
、
個
々
の
具
体
的
訴
訟
に
対
す
る
裁
許
を
迫
ら
れ
た
場
合
、

寺
社
荘
園
領
主
対
御
家
人
の
相
論
の
際
は
寺
社
荘
園
領
主
に

有
利
な
判
決
を
与
え
、
御
家
人
対
非
御
人
の
場
合
は
御
家
人
、
惣
領
対
庶
子
の
場
合
は
惣
領
の
立
場
を
支
持
す
る
、
鎌
倉
幕
府
の
現
状
維
持
を

目
的
と
す
る
保
守
的
性
格
と
な
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。

御
家
人
、

非
御
家
人
層
の
非
法
狼
籍
が
鎌
倉
幕
府
法
を
超
越
し
て
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
、
鎌
倉
幕
府
の
態
度
は
法
的
に
は
幕

府
法
に
忠
実
な
結
果
を
示
す
も
の
と
も
云
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
こ
こ
で
は
法
的
妥
当
性
云
々
を
問
題
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

非
法
狼
籍
の
手
段
に
よ
る
こ
れ
ら
新
興
勢
力
と
鎌
倉
幕
府
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
既
成
特
権
階
層
と
の
対
決
闘
争
が
彼
等
の
現
実
の
要

求
で
あ
っ
た
以
上
、

調
停
者
と
し
て
の
鎌
倉
幕
府
の
現
状
維
持
を
目
的
と
す
る
保
守
的
性
格
が
、
彼
等
の
失
望
と
な
り
、
不
満
と
な
っ
た
点
に

乙
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
も
裁
決
の
過
程
に
示
し
た
調
停
者
と
し
て
の
鎌
倉
幕
府
の
動
揺
は
、
寺
社
荘
園
領
主
、
御
家
人
、
非
御
家
人
、
惣
領
、
庶
子
等
の
不
満



が
鎌
倉
幕
府
に
集
中
す
る
結
果
と
な
り
、

事
態
を
ま
す
ま
す
破
局
に
追
い
込
ん
で
行
っ
た
。

以
上
鎮
西
探
題
裁
許
状
の
分
析
を
通
じ
て
見
て
来
た
鎮
西
探
題
の
基
本
的
政
策
及
び
そ
の
背
後
に
あ
る
鎌
倉
幕
府
の
基
本
的
政
策
が
、
歴
史

の
進
展
と
こ
と
ご
と
く
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
事
を
知
る
。

鎮
西
探
題
滅
亡
の
目
、
鎮
西
御
家
人
非
御
家
人
が
期
せ
ず
し
て
北
条
英
時
諒
伐
に
馳
せ
参
じ
た
の
も
、

偶
然
で
は
な
く
、
彼
等
の
鎮
西
探
題

に
対
す
る
長
期
聞
に
わ
た
る
穆
積
さ
れ
た
不
満
、
反
感
の
爆
発
で
あ
っ
た
。

か
か
る
在
地
土
豪
の
鎌
倉
幕
府
か
ら
の
離
反
こ
そ
、
建
武
中
興
成
功
の
社
会
的
基
盤
で
あ
っ
た
。

。

（
追
記
）
鎮
西
探
題
裁
許
状
の
蒐
集
に
あ
た
り
、
竹
内
理
三
教
授
を
は
じ
め
、
東
京
大
学
大
学
院
石
井
進
氏
、
本
学
研
究
生
川
添
昭
二
氏
、
本
学
大
学
院
桑
波
田
輿

氏
よ
り
そ
の
所
在
に
つ
い
て
種
々
御
教
示
を
賜
わ
っ
た
。
本
稿
を
結
ぶ
に
あ
た
り
衷
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
際
史
的
前
提

一O
五
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The Historical Background of the Collapse of 

Kamakura Regime 

-An Analysis of the Sunction Sentence Issued 

by the Chinzei- Tandai (lll§'~IA) 

By S. Seno 

At the collapse of the Chinzei-Tandai, founded to command 

the samurais (warriors) in Kyushu as a local agency of the 

Kamakura Shogunate, many samurais in this district took part 

in the attack of Tandai. This means that even among the local 

Samurais the anti-Shogunate power existed extensively. 

The cause may be sought in the conservative policy of the 

Kamakura Shogunate. Intending to establish the "purer feuda

lism," the positive movements of samurais inevitably opposed 

the lords of Shoen, then they violated the privileges of lords by 

the unlawful means. They expected that the Shogunate would 

solve the matter advantageously for them. However, the Shogu

nate as arbitrator gave the decision, beneficial to the lords and 

contrary to the expectations of samurais. Thus, their discontents 

with the Shogunate grew more and more into an power of over

throwing it. 

Such extensive local power was the social basis leading to 

the Kenmu-no-Chuko (~:lEti:f:lJV in the center. 
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